
１３５ 

 

議案第３８号 

 

おいらせ町下水道条例の一部を改正する条例について 

 

 おいらせ町下水道条例（平成１８年おいらせ町条例第１３８号）の一

部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  平成２８年 ３ 月 ３ 日 提出 

 

                 おいらせ町長 三 村 正太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

下水道法（昭和３３年法律７９号）及び下水道法施行令（昭和３４年

政令第１４７号）の改正に伴い、所要の改正を行うため提案するもので

ある。 



１３６ 

 

おいらせ町下水道条例の一部を改正する条例 

おいらせ町下水道条例（平成１８年おいらせ町条例第１３８号）の一

部を次のように改正する。  

 第２４条の２を各号列記以外の部分を次のように改める。 

  町長は、公共下水道の排水施設の管渠である構造の部分に法第２４

条第３項第３号に規定する物件又は令で定めるもの（以下（以下「物

件等」という。）を設けるために前条第１項の許可に係る申請があっ

た場合においては、次に掲げる基準の全てに適合し、その使用が必要

やむを得ないものである場合に限り、当該占用を許可することができ

る。 

第２４条の２条第１号中「電線等」を「物件等」に改め、同条第２号

を次のとおり改める。 

(2) 物件等を設置する管渠の断面積に占める当該物件等の断面積の

割合及び数量が下水の排除及び管渠の管理上支障のないものであ

ること。なお、電線については、設置する管渠の断面積に占める当

該電線等の断面積の割合が原則１％以下であり、かつ、電線の本数

が下水の排除及び管渠の管理上支障のない本数であること。 

第２４条の２第３号及び第４号中「電線等」を「物件等」に改め、同

条第５号を次のように改める。 

(5) 物件等が法第２４条第３項３号ロに規定する電線又は令第１７

条の２第２号に規定する工作物である場合においては、原則として

電圧のかからないものとすること。 

第３１条の次に次の１条を加える。 

第３２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業員が、その法人又は人の業務に関して前２条の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、過料を科す

る。 

附 則 



１３７ 

 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

  


